
2026年度在学者用

2026年（令和8年）給付奨学金在学採用

給付奨学金案内

奨学金確認書兼
地方税同意書

●この冊子では、2020年度から実施されている給付奨学
金制度について、現在在学する学校を通じて行う申
込手続きを中心に説明しています。
●家計急変による申込みを希望する場合は、在学す
る学校に相談し、家計急変採用の申込冊子（別
冊）を確認してください。
●この冊子を読んで給付奨学金についてよく理解した
うえで、申込手続きを進めてください。また、父母等あ
なたの生計を維持している方にもこの冊子を読んで
もらい、給付奨学金制度の内容及びあなたが奨学
金を利用することについて理解してもらってくださ
い。
●多子世帯支援を含む授業料等減免のみを希望する場
合もこの冊子に従って申込を行う必要があります。

在学中に、給付奨学金を
希望する皆さんへ

大学

短期大学

高等専門学校（第４学年以上）

専門課程を置く専修学校













③　以下のａ～ｃのいずれかに該当する人（その他、外国の学校教育の課程を修了した人等）

め認とるあが力学の上以等同と人たし業卒を等校学等高るす当該に条051第則規行施法育教校学　 ａ
られる以下のいずれかに該当する人として入学した人であって、それに該当することとなった日の
属する年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が２年を経過していない人

（ア）　外国において学校教育における12年の課程を修了した人又はこれに準ずる人で文部科学大臣の指定

したもの

（イ）　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程

を修了した人

（ウ）文部科学大臣の指定した人

・外国の学校で18歳となる2023年度に12年の課程を修了し、2026年度末までに大学等へ入学した人

たし学入てしと人るす当該にかれずいの下以るす定規に条381第は又条051第則規行施法育教校学　 ｂ
人であって、高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）に在学しなく
なった日の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が２年を経過していない人

（ア）　学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した人であって、当該者をその後に入学させる大

学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

（イ）　学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した人であって、当該者をその後に入学させる専

修学校において、高等学校を卒業した人に準ずる学力があると認めたもの

・高校２年生の17歳（2021年度）で「飛び入学」によりＡ大学へ入学したが、19歳（2023年度）

の時にＡ大学を退学した人が、2022年度の末日から２年の間（2024年度末まで）に別のＢ大学へ

入学した場合

※なお、高校２年生の17歳（2024年度）で「飛び級」により大学等へ入学した人は対象となります。

たし学入てしと人るす当該にかれずいの下以るす定規に条381第は又条051第則規行施法育教校学　 ｃ
人であって、入学した日が20歳に達した日の属する年度の翌年度の末日までのもの

（ア）　大学において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた人であって、18歳に達したもの

（イ）　専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した人に準ずる学力があると認

めた人であって、18歳に達したもの

・17歳となる2022年度に専修学校高等課程（２年間）を修了後、准看護師として３年間勤務（2025

年度まで）した後に、個別の入学資格審査によって21歳となる2026年度に専修学校専門課程（3年

課程）へ入学した人

上記（ア）について、例えば以下のような人が対象となります。

上記（ア）について、例えば以下のような人が対象となります。

上記（イ）について、例えば以下のような人が対象となります。

　3　 支給要件及び選考基準
　2026年度に確認大学等に在学している人で、以下の（1）～（4）のいずれにも該当する人が給付奨学生に採

用となり、支給対象となります。なお、給付奨学生採用後に要件・基準を満たしていないことが判明した場合

には、採用を取り消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。過去に

機構の給付奨学金（2019年度以前から受給のものを除く）の支給を受けたことがある人は、21ページ　　を参

照してください。

（1）大学等への入学時期等に関する要件
　以下①～③のいずれかに該当する必要があります。

①　高等学校等（※１）を初めて卒業（修了）した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した
日（※２）までの期間が２年を経過していない人

※１　高等学校等とは、国内の高等学校（本科）、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校（第

１学年から第３学年まで）及び専修学校の高等課程（修業年限が３年以上のもの）を指します（インターナショナ

ルスクールや在外教育施設等の卒業者はここに含まれないため、７ページ③を参照）。

※２　現在在学する大学等に編入学又は転学した人は、編入学又は転学する前に在学していた学校に入学した日としま

す。なおこの場合、編入学又は転学する前に在学していた学校を卒業又は修了等した後１年以内 に現在在学する大

学等に編入学又は転学している必要があります。

　ただし、学士を取得した後に、学士入学や学士編入学をした場合は、支給の対象とはなりません。
※３　ある専修学校の専門課程を修了してから別の専門課程の学科へ入学した人は、高等学校等を初めて卒業（修了）

した日の属する年度の翌年度の末日から今の学科へ進学する日までの期間が２年を経過していない場合に限りま

す（ひとつ目の専門課程で機構の給付奨学金の支給を受けていないことが前提です）。

※４　大学等を一旦退学した者が別の大学等へ再入学した場合は、高等学校等 を初めて卒業（修了）した日の属する年

度の翌年度の末日から別の大学等へ再入学するまでの期間が２年を経過していない人となります

※１　認定試験の合格点を得た人が18歳に達していないときは、その人は、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者

　　となります。

※２　災害傷病その他やむを得ない事由により、当該期間を経過して進学した場合は、支援の対象となる場合があります。

。

・2024年３月に高等学校等を卒業　→　2026年度末までに大学等へ入学した人 

（2027年４月以降に入学する人は対象外です）

・2022年３月に高等学校等を卒業　→　2024年度末までにＡ短期大学へ入学し、 

Ａ短期大学を卒業後１年以内にＢ大学へ編入学した人

・2024年３月に高等学校等を卒業　→　2026年３月にＡ専修学校専門課程を修了し、2026年度末までに

Ｂ専修学校専門課程に入学した

※ただし、Ａ専修学校専門課程で機構の給付奨学金の支給を受け

ていた場合は、支給の対象とはなりません。

②　高等学校卒業程度認定試験（以下「認定試験」といいます。）の受験資格を取得した年度（16歳とな
る年度）の初日から認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が５年を経過していない人（５
年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人は含みます。）で、かつ認定試験に合格した日の
属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が２年を経過していない人

・16歳となる2021年度から５年を経過していない2023年度に認定試験に合格し、2026年度末まで

に大学等へ入学した人

・16歳となる2016年度から５年以上経過した2023年度に認定試験に合格し、2026年度末までに大

学等へ入学した人（5年の間に認定試験を受けていなくても、５年経過後の2021年度、2022年度と認

定試験合格までの間、引き続き進学後の学修意欲をもって毎年度認定試験を受験していることが必要）

6

例えば、以下のような人が対象となります。

例えば、以下のような人が対象となります。

※５　災害傷病その他やむを得ない事由により、当該期間を経過して進学した場合は、支援の対象となる場合があります。
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【生計維持者確認チャート】
あなたの生計維持者が誰になるのか、【生計維持者確認チャート】を使って確認することができます。

あなたの父・母はどのような状況ですか。①〜④の中から選んでください。

① ② ③ ④

父母２名ともにいる

あなたの年齢や、父又

び収入の有無・多寡を

は母との同居別居およ

問わず、以下のような

例も父母が生計維持者

となります。

例

・父又は母が無職、無

　収入

・あなたは一人暮らし

　をしており、仕送り

　なくアルバイトで生

　活費を賄っている

・父又は母が単身赴任、

　海外赴任で別居中で

　ある

・あなたは社会人で収

　入がある

・離婚によるひとり親
　家庭である（あなた

　と離婚した父又は母

　の一方とは、別居・

　別生計で、あなたの

　生活を支援する父又

　は母が再婚していな

　い）

　※あなたと別居して

　　いる父又は母から

　　日常的に金銭的支

　　援を受けている場

　　合は①とみなします。

・父又は母と死別した

・父又は母は行方不明、
　絶縁状態である

・父又は母は意識不明、
　意思疎通不可である

（離婚・死別・意識不明等に

　あてはまらない）

父母２名

以下のいずれかに
あてはまる

代わりにあなたの

生活を支援して

いる者がいる

父母ともに死別
（絶縁）している

（父母の状況に
かかわらず、）
あなたは社会的
養護を必要とする

父又は母1名

はい

いいえ

主に支援を
している１名

あなた１名

※上記ケースにあてはまらない方の生計維持者については、機構ホームページに掲載の「生計維持者について」

（独立生計者）

　「生計維持者に係るQ&A」をご確認ください。

③　生計維持者の考え方

生計維持者となる人の例

Ⅳ　父母と死別又は意識不明 生計維持者

１ 父又は母と死別（再婚していない） 左記に該当しない父又は母（１名）

２
父母と死別し、親族から支援を受けながら一人暮ら

しをしている

主に支援をしている親族（１名）
※支援をしている人が複数人であっても、主に生計を維持し

ている１名となります。

３
父又は母が意識不明（精神疾患含む）により意思疎

通ができない

意思疎通できる父又は母（１名）

※意思疎通ができない父又は母は生計維持者に含みません。

Ⅴ　あなたが生計維持者となる場合（独立生計者） 生計維持者

1
あなた（１名）

あなた（１名）2

　生計維持者とは、原則あなたの父母（父母ともにいない場合は代わって生計を維持している主たる人）です。

　詳細は機構ホームページに掲載の「生計維持者について」「生計維持者に係るＱ＆Ａ」を確認してく
ださい。
　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/seikei_izisha.html

Ⅰ　父母ともにいる場合 生計維持者

１ 父母と同居・別居（一人暮らし）
父母（２名）

２ 父母どちらか又は両方が海外赴任・単身赴任

※父母が無職無収入の場合でも生計維持者となります。
※以下のような場合でも父母（２名）が生計維持者となります。
　・あなた自身のアルバイト収入で生計を立てている場合
　・父母と離れて暮らす社会人の兄と同居している場合 等

※左記に該当する場合、父母の有無にかかわらず、あなた（１名）
　が生計維持者となります。

Ⅱ　父母が離婚調停中 生計維持者

１ 父母が離婚調停中
父母（２名）

※離婚調停中でも原則は父母となります。

２ あなたの生活を支援する父又は母（１名）
父母が離婚調停中（父又は母は別居しており、一切の

支援を得られない）

社会的養護を必要とし、18歳となる前日に児童養護

施設等に入所していた又は里親に養育されていた

あなたが結婚しており、あなたが納税手続きにおいて

配偶者を扶養している

２ 父母が離婚後、再婚（事実婚含む）している 父又は母と再婚相手（２名）

Ⅲ　父母が離婚 生計維持者

１
父母が離婚し、父又は母（いずれか一方）と同居し

ている

父母（2名）
※離婚等により、父又は母と別生計となっている場合は、1名

になります 

（注１） 生計維持者としてスカラネットで入力した人物についてマイナンバーを提出する必要があります。  

　　　  （「奨学金確認書兼地方税同意書」の人物とスカラネットで入力した人物は一致する必要があります。）  

（注２） 無職（専業主婦（夫））や扶養されている場合でもマイナンバーを提出する必要があります。  

　　　   ※マイナンバーでの情報取得等については9ページ及び30ページを参照してください。  

（注４） 生計維持者が１人（独立生計者を含む）である場合、事実関係が確認できる証明書の提出を求める場合があります。  

（注５） 社会的養護を必要とする人（３ページ参照）は、そのことを証明する書類を提出してください。  

            ※機構の所定様式「施設等在籍・退所証明書」でも可能です（所定様式を希望する場合は、在学校に相談してください）。  

（注６） 生計維持者を誤って申告して採用された場合、採用が取り消されることがあります。  

（注３）「奨学金確認書兼地方税同意書」「マイナンバーの提出」の不備照会はあなた宛に、電話や郵便物で通知、または28ページで

登録したあなたのメールアドレスへ照会されます。照会があった際は速やかに対応していただく必要があります。

　　　　なお、期限内に対応していただけず、不備が解消しない場合は不採用となります。
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（4）在留資格等に関する要件（日本国籍でない場合）
　外国籍の人で、以下の在留資格等の方は申込みができます。

　申込みを行う際は、「在留資格等」及び「在留期限（在留期間の満了日）」を申告し、支給対象となる在留資

格等であることの証明書を学校へ提出する必要があります（※１）。

国　籍

⇒

在 留 資 格 等（※２）

⇒

提 出 書 類

日本国以外

法定特別永住者（※３）

・「在留カード」（コピー）

・「特別永住者証明書」（コピー）

・「住民票の写し」（原本）

　等、在留資格・在留期間が明記（※１）されている

もの（いずれか１点）

上記の書類に加えて、

・「出入国記録の写し」（原本）（※6）

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者（※４）

上記以外（「留学」等） ⇒

⇒

支給の対象となりません（※7）

家族滞在（※5）

（※１）

　　　　なお、法定特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありません。

（※２）　在留資格は「出入国管理及び難民認定法」（昭和26年政令第319号）によるものです。

（※３）　法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」

（平成３年法律第71号）によるものです。

（※４）　「定住者」について、将来永住する意思のない人は、支給対象となりません。

（※５）　「家族滞在」は、「日本の小学校等、中学校等及び高等学校等を卒業（修了）していること」又は、「小学

校等を卒業する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等及び高

のいずれかに該当し、かつ、大学等卒業後に日本に定着して就労する意思がある者に限ります。

等学校等を卒業していること」

（※６）

（※７）

　ここでいう「出入国記録」は、小学校を卒業する年齢の前に日本に入国したことを証明する書類として、申

込者が出入国在留管理庁に開示請求を行い、取得した記録をいいます。

　　申込資格のない在留資格の者が「永住者」「定住者」への在留資格変更許可申請中の場合は、奨学金の支給

を受けることができません。

　申込日時点で在留期間が経過している場合、速やかに出入国在留管理局へ御相談ください。

　申込時点で在留資格の更新許可申請中であるものの、当該申請にかかる処分がなされていない「特例期間」に該

当する場合は、在留資格の証明書類に加え、そのことを示す書類の提出が必要です。

　なお、「特例期間」に該当せず、申込日時点で在留期間が経過している場合、速やかに出入国在留管理局へ御相

談ください。 
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　3　 スカラネットによる申込み

（3）文字入力
①　使用不可な文字

　氏名は原則、住民票の記載どおりに入力してください。ただし、次の（ア）～（ウ）の留意点があります。

（ア） 旧字体・異体字等は、機構のシステム上登録できない文字があります。この場合、常用字体・通用

字体で表示されます（　→吉、祐→祐、　→廣　等）。

　　 また、旧字体・異体字等の一部、対応できない文字があります。エラーとなり先に進めませんので、

常用字体・通用字体で入力してください。対応する常用字体・通用字体がない場合は、ひらがな

で入力してください。

（イ） 読み方を表す「カナ氏名」には、カタカナの「ヲ」は使用できません。「オ」と入力してください。

（ウ） 外国籍の人の氏名は、口座開設時に用いた住民票の写しや在留資格証明書等の公的証明書類の記

載をもとに、カタカナで入力してください。

　・ 入力方法は下記②の（例）を参照してください。

　・ アルファベットは使用できないため、カタカナに置き替えてください。

　・（申込者本人のみ）銀行の振込口座が「名→姓」の順で登録されている場合には、例外的に振込口

座に合わせて入力してください。

②　文字数の制限（本人氏名欄、生計維持者欄）
　「漢字氏名」欄は姓・名それぞれ全角５文字まで、「カナ氏名」欄は姓・名それぞれ全角１５文字まで入

力できます。「スペース」は入力しないでください。制限文字数を超える場合は、入力可能な文字数まで入力

してください（名前が途切れていてもかまいません）。漢字氏名欄は途中で入力を止め、カナ氏名欄でフル

ネームを入力してください。

※全角漢字氏名欄に６文字以上入力すると、エラーになり先に進めません。

　カナ氏名欄は15文字まで入力できますので、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　途中で切らずにフルネームを入力してください。

（例）Scholarship Thomas Michael Taro（スカラシップ　トーマス　マイケル　タロウ）
良い例　漢字氏名欄：【姓】スカラシッ（「プ」は切る）　　【名】トーマスマ（「イケルタロウ」は切る）
　　　　カナ氏名欄：【姓】スカラシップ　　　　　　　　【名】トーマスマイケルタロウ
悪い例　漢字氏名欄：【姓】スカラシッ　　　　　　　　　【名】トーマスマ
　　　　カナ氏名欄：【姓】スカラシッ　　　　　　　　　【名】トーマスマ（漢字氏名と同じにしている）

　在学校から指定された申込期限までに、「スカラネット入力下書き用紙」の内容を誤りがないよう入力してくだ

さい（入力期限は「スカラネット入力下書き用紙」に記入してください）。送信した申込内容は原則として変更で

きません。

（1）スカラネットの動作確認済み環境
　スカラネットの動作環境は、以下を前提としています。

[ パソコン ]

　　 OS：Windows 11

ブラウザ：Microsoft Edge

[ モバイル端末 ]

　　 OS：iOS 17 以上、iPadOS 17 以上、Android 13 以上

ブラウザ：Mobile Safari、Android 用モバイル版 Google Chrome

（注1） フィーチャーフォンには対応していません。

（注2） アップル社が販売している macOS を搭載するコンピュータについては未確認です。

（2）スカラネット入力に関する注意事項
①　申込画面は８つの画面で構成され、１画面あたり30分の制限時間があります。

②　識別番号（ユーザID・パスワード）は、学校から受け取ります。

③　「奨学金確認書兼地方税同意書」に印字された申込ID・初期パスワードの入力も必要になります。

④　入力文字については、下記の「（3）文字入力」を参照してください。

⑤　その他、申込みに関して不明な点がある場合は、学校に確認してください。
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■ アカウント情報の登録（続き）
②メールアドレス登録：画面の指示に従って、登録

したいメールアドレスを入力します。

③パスワード設定：画面の指示に従って、新しいパ

スワードを入力します。②③両方を入力し終わった

ら、　　　ボタンを押します。

■ アカウント情報の登録（続き）
④メールアドレス認証：②で入力したメールアドレスに

認証コードが届きます。メールに記載の認証コードを

入力して、　　　ボタンを押します。

⑤アカウント情報登録完了：メールアドレスの認証に成

功すると、アカウント情報の登録が完了します。メール
送信

認証

■ メインメニュー
　アカウント情報の登録が完了した人が使える「メ

インメニュー」画面です。

　　　　　　　ボタンを押して、奨学金の申込み

を開始します。

■ 申込内容の入力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　まで終わっ

たら、　　　ボタンを押します。

奨学金申込

次へ

STEP1 申請にあたっての同意事項の確認

STEP10 奨学金振込口座情報確認

　　　　　～　　　　　の各画

面では、申込内容を途中で一時保

存することができます。

※申込みの途中で一時保存して

入力を中断し、申込みが完了して

いない場合は、　　　　　　　

ボタンが表示されます。
申込を再開する

STEP2 STEP10

（5）申込内容の入力

アドレスと「申込ID」がセットで表示されたことを確

認したら、　　　ボタンを押します。次へ

面が表示されます。これより先は、「スカラネット入

力下書き用紙」にあらかじめ記入した内容を、画面の

指示に従って入力していきます。
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